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環 境 方 針 

 代表取締役社長 鬼頭  敬 

２０１5年 １月 15日 

 【行動指針】 
 １．法的要求事項及び協定を順守し、その基準の維持・改善活動 
   を継続的に進めます。 
 
 ２．目的・目標を設定し、その実現を図り、年１回の定期レビュー 
       及び環境の変化による不定期のレビューを行う事により、 
   ＥＭＳの継続改善を実施します。 
        
 ３．省資源（リデュース・リユース・リサイクルを含）拡大と・省エネを 
   実施する事により環境汚染の予防を実施します。 
   【重点施策】 

         １）省資源及び省エネルギーの推進強化 

       ２）グリーン調達の促進 
       ３）社員全員による環境保全活動の推進と、法令遵守の徹底 
       ４）グローバル現調化を前提とした環境適合設備の開発・提案 

  
 ４．当社で働く又は当社の為に働く全ての人が基本的な考え方を 
   認識し、この方針に沿った行動がとれる様に、適切な教育・ 
   訓練及び経験に基く力量を持つ事を確実にする。その為の 
   広報活動に努め、周知させます。 
 

【基本理念】 

鬼頭工業は洗浄装置、専用機、溶接装置等に関し省資源、 
省エネ、廃棄物の削減は基より、積極的に環境負荷低減型の 
製品開発と製品及びサービスの提供を行う事により、社会の 
信頼に応ると共に環境保全に貢献する企業集団として環境に 
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